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令和５年度  南九州市市民参加推進会議  会議録  

 

■ 日  時  令 和５ 年７ 月 28日 （金 ） 10時 00分 ～ 11時 10分  

■ 場  所  知 覧庁 舎東 別 館３ 階  大会 議室  

■ 出 席者  （ 委員 ）  網 屋  多加 幸会 長， 大 迫  茂子 副会 長（ 以 下名 簿順 ），  

古 市  豊 ，御 園  マリ エ ，上 野  百代  

浮 邉  妙 子， 坂下  明 美 ，後 藤  和春 ，田 中  祥 弘  

楠 元  章 一， 瀬川  知 香  

     （ 事務 局） 橋 口  和久 まち づく り 推進 課長 ，  

米 満  正 敏共 生・ 協働 推 進係 長，  

         諏 訪 下  夏海 主任 主査  
 

 
 

１ ． 開会 （ 10： 00）  会 議の 成立 宣言  
 

２ ． 市長 挨拶  

３ ． 協議  

 ①  市 民参 加推 進会 議 の役 割等 につ いて  

 ②  令 和４ 年度 市民 参 加手 続 の 実施 状況 の 報告  

  １．「 食育 ・地産 地 消」 に関 する アン ケ ート 調査   

２ ． 南九 州市 地域 公共 交 通計 画の 策定  

３ ． 新庁 舎建 設基 本 設 計 案  

４ ． 南九 州市 過疎 地域 持 続的 発展 計画  

５ ． 第２ 次南 九州 市総 合 計画 後期 基本 計画 の 策定   

６ ． 第２ 期南 九州 市創 生 総合 戦略  

７ ． 南九 州市 地域 福祉 計 画（ 第２ 次地 域福 祉 計画 ）の 策定  

８ ．「南 九 州市 食育・ 地 産地 消推 進計 画（ 第 ３期 ）」の 策定   

９ ．「子 育 てし やすい プ ロジ ェク ト事 業 」 周 知・ 広報 及び 意見 の 聴取  

10． 南九 州市 文化 財保 存 地域 計画 の策 定   

11． 南九 州市 中小 企業 ・ 小規 模企 業振 興条 例  

 ③  令 和５ 年度 市民 参 加手 続 の 実施 予定 に つい て  

  １． 第２ 期南 九州 市 創生 総合 戦略   

２ ． 第２ 次南 九 州市総 合 計画 後期 基 本計画 （ 第３ 期南 九 州市創 生 総合 戦略 ）

の 改 定  

３ ． 第３ 期障 害児 福祉 計 画   

４ ． 南九 州市 障害 者計 画  

５ ． 第７ 期障 害福 祉計 画  

６ ． 都市 計画 変更 （用 途 地域 ，地 区計 画）  

④ そ の他  
 

５ ． 事務 連絡  
 

６ ． 閉会  

協 議 に先 立ち ，会長を 互 選。特に 意 見等な か った ため ，事務局 案 通り ，網 屋  多

加 幸 委員 を会 長に ，大 迫 茂子 委員 を副 会長 に 選任 。  
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【協議①市民参加推進会議の役割等について】  

（ 事 務局 ）説 明   
 

【協議②令和４年度市民参加手続の実施状況の報告】  
 

（ 会 長）  

次 に ，協 議② の「 令和 ３ 年度 市民 参加 手続 の 実施 状況 の報 告」 で ある が， 11件

と 件 数が 多い ため ， 事 務 局が まず 前半 の１ か ら５ まで の説 明を 行 った のち に， そ

の ５ 件の 審議 。そ の後 に 残り の６ から 11の 説 明， 審議 とい う形 を とっ てよ ろし い

か 。  

 

～ 異 議な しの 声～  

 

そ れ では ，令 和４ 年度 市 民参 加手 続の 実施 状 況の 報告 につ いて ， 事務 局に 説明

を お 願い する 。  

 

（ 事 務局 ）  

１ ．「食 育 ・地 産地消 」 に関 する アン ケー ト 調査   

２ ． 南九 州市 地域 公共 交 通計 画の 策定  

３ ． 新庁 舎建 設基 本 設 計 案  

４ ． 南九 州市 過疎 地域 持 続的 発展 計画  

５ ． 第２ 次南 九州 市総 合 計画 後期 基本 計画 の 策定   に ついて 説 明。  

 

（ 会 長）  

１ か ら５ につ いて ，市 民 参加 が適 切 か 御審 議 いた だく が， 何か 御 意見 はあ りま

す か 。  

 

（ 委 員）  

 ２ 点あ りま す。 ２の 南 九州 市地 域公 共交 通 計画 の策 定に つい て ，政 策な どの 概

要 が 記載 され てい るが ，内 容が よく わから な い 。次 に３ の 新庁 舎 建設 基本 設計 案。

み ん なの まち づく り参 加 条例 第４ 条第 ２項 に 「市 民に 対し ，市 政 に関 する わか り

や す い情 報提 供及 び説 明 を積 極的 に行 い， 市 民の 関心 を得 られ る よう 努め なけ れ

ば な らな い 。」とある が ，45億 から 65億に 工 事費 が上 がっ たこ と につ いて 広報 誌に

掲 載 した だけ で皆 が納 得 でき てい るの かな ， と思 う。 市の 責務 と して ，も う少 し

情 報 提供 など を行 って も らえ た ら ，と いう こ とで 担当 課も 同席 し てい ただ きた か

っ た 。  
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（ 会 長）  

 事 務局 から 補足 説明 は あり ます か。  

 

（ 事 務局 ）  

 冒 頭の 説明 でも 申し 上 げま した が， 事務 局 では 各施 策の 詳し い 内容 まで は把 握

し て おり ませ ん。  

 

（ 委 員）  

こ の 会議 は内 容を 審議 す るも ので はな く， 市 民参 加の 在り 方が 適 切で あっ たか

ど う かを 審議 する 会議 だ と思 いま す 。 です の で， ご意 見を 言わ れ るの であ れば ，

な ぜ 意見 が０ 件だ った の か， とい う点 を重 点 的に 話を して いけ ば ，と 思い ます 。

今 の ご意 見の よう に施 策 の内 容が 分か らな か った ので あれ ば，な ぜ「分 から な い」

と パ ブリ ック コメ ント に 書か なか った のか ，意 見を 出す ハード ル が高 かっ たの か，

記 入 方式 だっ たの か，選 択式 で「わ かる，わ から ない 」という 方 式を とっ たの か，

な ど です ね。  

意 見 が０ 件だ った とい う こと は， 全体 的な パ ブリ ック コメ ント の 方法 に関 わる

と こ ろで すが ，意見の 集 約方 法を 少し 考え て ，「賛 同す る，し な い」や別 に 意見が

あ る など の選 択式 を取 り 入れ るな ど， パブ リ ック コメ ント のコ メ ント だけ では な

く て ，そ うし た選 択方 式 など を取 り入 れて も いい のか な， と思 い ます 。ホ ーム ペ

ー ジ を見 てと いっ ても 高 齢者 は見 られ ない し ，書 類を 市役 所で 見 てく ださ いと 言

っ て もコ ロナ 禍で なか な か市 役所 へは 足を 運 ばな い。 パブ リッ ク コメ ント の実 施

方 法 を検 討す る必 要が あ るの かな ，と 思 い ま す。  

 

（ 会 長）  

 本 日は ，市 民参 加の 在 り方 に関 する 話し 合 いと いう こと でお 願 いし ます 。  

 

（ 事 務局 ）  

ま ず ，本 日の 会の 趣旨 説 明で ，各 施策 の内 容 につ いて は記 載以 上 の質 問に つい

て は 控え てい ただ き， 市 民参 加の 方法 や期 間 が適 切で あっ たか を 審議 して いた だ

き た いと お願 いし てお り ます ので ，よ ろし く お願 いい たし ます 。  

ま た ，パ ブリ ック コメ ン トが ０件 とい うこ と につ いて ，昨 年度 も 御意 見を いた

だ き まし たが ，ホ ーム ペ ージ や広 報誌 への 掲 載さ せて いた だき ， 広報 誌に 二次 元

コ ー ドを 記載 する など 工 夫は して おり ます が ， な かな か意 見が 出 てき てい ない と

こ ろ でご ざい ます 。今 後 ，ど うい った 形が よ いの かと いう のは 内 部で も検 討を し

て い きた いと 考え てお り ます 。  

 



4 

 

（ 委 員）  

 た とえ ば新 庁舎 に関 す る意 見が ２件 とあ る が， どう いっ た意 見 が出 たの か記 載

し て おい ても らえ ると ， 我々 委員 もわ かり や すい 。 身 近な 方た ち の間 でも パブ リ

ッ ク コメ ント につ いて あ まり 聞い たこ とが な い。 やは りパ ブリ ッ クコ メン トと い

う 方 法を 見直 した ほう が 良い ので は， と思 う 。  

 

（ 会 長）  

実 施 状況 をみ ると アン ケ ート を実 施し たり と 色々 して いる 。パ ブ リッ クコ メン

ト が ０件 であ れば ，そ の 他の 方法 を考 えて 欲 しい とい うこ とだ が ，事 務局 はよ ろ

し い でし ょう か。  

 

（ 事 務局 ）  

 昨 年度 も同 様の 御意 見 をい ただ きま した 。 現在 ，市 でも 電子 申 請の 活用 を進 め

て お り， パブ リッ クコ メ ント につ いて も電 子 申請 でで きる よう に して おり ，各 課

に 活 用す るよ う周 知し て おり ，段 々と 浸透 し てく れば いい なと 考 えて おり ます 。  

 

（ 会 長）  

公 共 交通 で言 えば （市 民 でな い方 もい るか も しれ ない が） 利用 者 への アン ケー

ト な ども 検討 して いた だ けれ ばい いの では な いか と思 う 。 皆さ ん から 他に はご ざ

い ま せん か。  

 

（ 委 員）  

 パ ブリ ック コメ ント で 意見 を求 めて も， パ ブリ ック コメ ント を 実施 して いる こ

と を 知ら ない 市民 も多 い と思 いま す 。 市役 所 の窓 口に パブ リッ ク コメ ン ト の様 式

等 を 置い てあ って も， 市 役所 に行 かな けれ ば わか らな い。 例え ば 防災 無線 など で

周 知 すれ ば， 興味 のあ る 方は ホー ムペ ージ を 見た り， 市役 所に 行 った りす るの で

は な いか と思 いま す。 今 より は増 えて くる の では ない でし ょう か 。  

 

（ 会 長）  

 皆 様か ら他 には ござ い ませ んか 。  

 

（ 委 員）  

 ４ ．南 九州 市過 疎地 域 持続 的発 展計 画の 審 議会 不開 催の 理由 を 再度 説明 願い ま

す 。  

 

（ 事 務局 ）  
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令 和 ３年 10月 に審 議会 を 開催 し，12月の議 決 後，計画 の 策定を 行 った とこ ろで ，

令 和 ４年 度に つい ては ， 各分 野の 実施 を優 先 し審 議会 の開 催を 見 送っ たと ころ で

す 。 令和 ５年 度の 開催 に つい ては ，後 程ご 説 明い たし ます が， 現 時点 では 報告 は

上 が って きて おり ませ ん が ，年 度途 中で担 当 課か ら報 告さ れる も のも ござ いま す。 

 

（ 会 長）  

 審 議会 につ いて は結 果 を審 議す るも のな の で， 令和 ４年 度に つ いて はま だ結 果

が 出 てい ない ので ，と い う説 明だ った かと 思 いま す 。他 になに か ござ いま せん か。  

 

（ 委 員）  

 他 市の まち づく りに 関 わる メン バー が， 有 志で 集ま って 市の パ ブリ ック コメ ン

ト に つい て話 し合 う活 動 を行 った りし てい る 。行 政な ので ，特 定 の団 体に 意見 を

聞 く とい うこ とは 難し い かも しれ ない が， 市 民に 広く パブ リッ ク コメ ント を求 め

る と 同時 に， 内容 に関 係 する よう な団 体に パ ブリ ック コメ ント の 実施 につ いて お

知 ら せす るな どす れば ， その 団体 の意 見を 優 遇す ると いう こと で はな くて ，関 係

団 体 には 興味 関心 のあ る 方も 多い ので ，意 見 が出 てく るの では な いか 。  

 

（ 会 長）  

い く つか 御意 見も いた だ きま した 。皆 さん か らも う少 し パ ブリ ッ クコ メン トの

数 が あっ た方 がい いと い うこ とで ，団 体へ の お知 らせ であ ると か 方法 を検 討し た

方 が いい とい うこ とで し た。 それ では ，１ ～ ５に つい ての 御意 見 は一 通り 出た よ

う で すの で， 次に ６か ら 11ま で事 務局 説明 を お願 い し ます 。  

 

（ 事 務局 ）  

６ ． 第２ 期南 九州 市創 生 総合 戦略  

７ ． 南九 州市 地域 福祉 計 画（ 第２ 次地 域福 祉 計画 ）の 策定  

８ ．「南 九 州市 食育・ 地 産地 消推 進計 画（ 第 ３期 ）」の 策定   

９ ．「子 育 てし やすい プ ロジ ェク ト事 業 」 周 知・ 広報 及び 意見 の 聴取  

10． 南九 州市 文化 財保 存 地域 計画 の策 定   

11． 南九 州市 中小 企業 ・ 小規 模企 業振 興条 例  に つい て説 明。  

 

（ 会 長）  

６ か ら 11につ いて 意見 は あ り ます か。  

 

（ 委 員）  

８ の 地産 地消 ，パ ブリ ッ クコ メン トが ０ 。 計 画策 定に あた り実 施 され たア ンケ

ー ト では 2,000件強の 回 答が 寄せ られ てい る のに 淋し いな ，と い う意 見・感 想です 。 
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（ 委 員）  

 私 は基 本的 にパ ブリ ッ クコ メン ト で は意 見 は出 ない だろ うと 考 えて いる 。が ，

10． 南九 州市 文化 財保 存 地域 計画 の策 定に つ いて は， 13件 も意 見 が出 てい る。 ど

う い った 方法 をと った の だろ うか 。他 の課 は 文化 財課 に聞 いて ほ しい と思 う。  

 （ 地産 地消 につ いて ） アン ケー トを 基に 計 画を 策定 して いる が ，ア ンケ ート に

回 答 した 方た ちは ，自 分 たち の意 見が どの よ うに 計画 に反 映さ れ てい るか 御存 知

な い ので ，パ ブリ ック コ メン トも 出 て こな か った のだ ろう と思 う 。防 災無 線な ど

で ，「 アン ケー トを基 に 計画 を作 り意 見を 募 集し てい る 」とい う 周知 を考 えた 方が

い い ので はな いか と思 う 。  

 

（ 事 務局 ）  

 文 化財 課の 案件 につ い ては ，か なり 多く の 御意 見が 出て いた の で， 担当 課に 確

認 し たと ころ ，通 常の 周 知方 法に 加え て公 式 ライ ンで 流し て電 子 申請 にも 対応 し

て い た。 また 意見 は 13件 でし たが ，意 見を 提 出さ れた 方は ５名 で ，普 段か ら文 化

財 関 係に 興味 関心 のあ る 方が ，計 画策 定に 注 視さ れて いた のか な と担 当課 から 回

答 を 得て おり ます 。  

 

（ 委 員）  

 こ の 13件の 意見 が出 て ，計 画が 見直 され た とい うこ とは あっ た ので しょ うか 。  

 

（ 事 務局 ）  

 パ ブリ ック コメ ント に 対す る回 答に つい て も報 告を 受け てお り ます が， 元々 計

画 に 掲載 予定 であ った 文 化財 に加 えて ，こ の 文化 財も 掲載 した 方 がよ いの では な

い か とい うよ うな 御意 見 につ いて は， 一部 採 用さ せて いた だい て いま す。  

 

（ 委 員）  

 意 味の ある パブ リッ ク コメ ント にな って い ると いう こと です ね 。  

 

（ 会 長）  

 他 にご 意見 ござ いま せ んか 。  

 

（ 委 員）  

９ ．「 子育 て しや すい プ ロジ ェク ト事 業 」に つ いて ，残念 なが ら コロ ナの 影響 で

ワ ー クシ ョッ プが 中止 に なっ てい ます が， 子 育て をし てい る方 の 意見 を反 映さ せ

る の は大 切な こと なの で ，中 止し た後 にア ン ケー トを 実施 する な ど検 討し てい た

だ け れば と思 いま す。 ま た， 先ほ ど文 化財 課 が 公 式ラ イン を活 用 され たと いう こ

と で すが ，私 も市 の公 式 ライ ンを よく 見て お り， 気軽 に情 報を 得 やす い媒 体だ と

思 い ます 。子 育て をし て いる 方は ，メ ール を 開い たり 市役 所に 来 庁し たり はし に
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く い と思 うの で（ ライ ン など を） 活用 して い ただ きた い。 また ， 事業 所の 「つ み

き 」 もイ ンス タグ ラム な どで 情報 発信 をし て おり ，そ うし た関 係 機関 と連 携す る

こ と で， より ピン ポイ ン トの 対象 者に 対し て 意見 を求 める こと が でき そう だな と

思 う ので ，今 後検 討し て いた だけ れば と思 い ます 。  

 

（ 委 員）  

 私 も同 意見 です 。ラ イ ンは 一つ の活 用方 法 だし ，市 の 公 式ラ イ ンを 多く の市 民

に 登 録し てい ただ くこ と も大 切だ と思 いま す 。  

 

（ 会 長）  

 市 民の 参加 は非 常に 大 切で ，何 か 事 情が あ って 中止 にな った 場 合な どは ，他 の

方 法 を考 える など して ， でき るだ け市 民参 加 がで きる よう にし て いた だき たい 。  

 そ れで は他 に御 意見 が ない よう でし たら ， 先に 進め させ てい た だき ます 。  

 

【協議③令和５年度市民参加手続きの実施予定について】  

 

（ 会 長 ) 

今 年 度は 現時 点で ６件 の 実施 予定 があ りま す 。事 務局 から 一括 説 明を お願 いし

ま す 。  

 

（ 事 務局 ）  

１ ． 第２ 期南 九州 市創 生 総合 戦略   

２ ． 第２ 次南 九 州市総 合 計画 後期 基 本計画 （ 第３ 期南 九 州市創 生 総合 戦略 ）

の 改 定  

３ ． 第３ 期障 害児 福祉 計 画   

４ ． 南九 州市 障害 者計 画  

５ ． 第７ 期障 害福 祉計 画  

６ ． 都市 計画 変更 （用 途 地域 ，地 区計 画）  につ いて 説明  

 

（ 会 長）  

１ か ら６ につ いて 意見 は あ り ます か。  

 

（ 会 長）  

先 ほ ど か ら 意 見 が 出 て い る よ う に パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト に つ い て は 周 知 方 法 に

工 夫 をお 願い しま す。 ま た， 計画 等の 策定 に あた って 関係 団体 に は意 見を 求め て

い る と思 うの で， 掲載 の 仕方 は検 討し てい た だく とし て， 市民 参 加手 続き とし て

掲 載 して もよ いの では な いだ ろう か。  

 

（ 委 員）  

 ６ ．都 市計 画変 更， 令 和５ 年度 に策 定す る ので あれ ば， 審議 会 の開 催は もっ と
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早 い 日程 が良 いの では な いだ ろう か。  

 

（ 事 務局 ）  

 担 当課 にも 事前 確認 を して おり ます が， 先 ほど 説明 させ てい た だい た通 り， 鹿

児 島 県と の事 前協 議が 必 要で あり ，事 前協 議 の進 捗に よっ て市 の 予定 も変 わっ て

く る 。そ もそ もの 計画 の 策定 時期 自体 がず れ 込む 可能 性が ある と の報 告を 受け て

お り ます 。  

 

（ 委 員）  

 パ ブリ ック コメ ント ， 福祉 関係 が同 時期 に まと めて ３つ ある の で， 福祉 関係 の

事 業 所に 試し に周 知を し てみ ても よい ので は ない か。  

 

（ 委 員）  

 事 業所 にア ンケ ート を して みて は ど うだ ろ うか 。  

 

（ 委 員）  

 ア ンケ ート とパ ブリ ッ クコ メン トは 全く 違 うも のだ と思 いま す 。 ア ンケ ート は

気 楽 だが ，パブ リック コ メン トは 計画 を読 ん で ，そ の計 画に意 見 する もの なの で，

ア ン ケー トを する ので あ れば ，計 画を すべ て 送付 しな けれ ばな ら ない だろ う。  

 

（ 会 長）  

 計 画策 定に あた って 関 係者 と担 当課 は協 議 して いる と思 う。 全 事業 者で はな く

て ， 代表 者と は話 して い る。 ただ ，利 用者 の 意見 は な かな か難 し いの で， 先ほ ど

か ら 出て いる よう にパ ブ リッ クコ メン トや ア ンケ ート など 色々 工 夫し てい ただ け

れ ば よい ので はな いか 。 でき る範 囲で お願 い しま す。  

 

（ 会 長）  

他 に 意見 はご ざい ませ ん か。  

な け れ ば 協 議 ③ 令 和 ５ 年 度 市 民 参 加 手 続 き の 実 施 予 定 に つ い て の 協 議 を 終 了

し ま す。  

続 い て協 議④ その 他で す が， 何か 意見 はあ り ます か。  

 

（ 委 員）  

 こ こに 参加 され てい る 委員 の構 成 ，どの 会 議も そう であ るが 同 じよ うな 顔ぶ れ，

メ ン バー にな って いる 。 公募 委員 の枠 を増 や す， あと ３人 くら い 増や して もい い

の か な ，と いう 提案で す 。様々 な方 から意 見 をい ただ いた 方が よ いと 思い ます し，
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公 募 委員 で来 る方 は意 識 も高 いと 思う ので 検 討し てみ てく ださ い 。  

 

（ 会 長）  

 他 にご ざい ませ んか 。  

 

～ 意 見な し～  

 

（ 会 長）  

 な いよ うな ので ，事 務 局か らは なに かあ り ます か。  

 

（ 事 務局 ）  

あ り ませ ん  

 

（ 会 長）  

 以 上で 会次 第３ 協議 を 終了 しま す。  

皆 様 の議 事進 行へ のご 協 力， 誠に あり がと う ござ いま した 。  

多 く の意 見が 出ま した の で， 事務 局で 対応 で きる とこ ろか ら検 討 して いた だき ，

市 民 の皆 さん が少 しで も 市政 に参 加で いる 体 制づ くり をし てい た だけ れば と思 い

ま す 。  

 

 

【事務連絡】  

（ 事 務局 ）  

会 次 第４ の「 事務 連絡 」 につ いて  

冒 頭 に申 し上 げた よう に ，本 日の 会議 の議 事 録は 会長 確認 後に 市 ホー ムペ ージ

で 公 開し ます ので ，御 了 承く ださ い。  

 

（ 事 務局 ）  

他 に ない よう であ れば ， これ で令 和５ 年度 市 民参 加推 進会 議を 終 了 し ます 。  

頂 い たご 意見 につ いて は ，主 管課 に伝 え， 市 民参 加が 促進 され る よう 実施 した

い と 思い ます 。ま た， 来 年度 は委 員改 選の 年 でも あり ます ので ， 委員 の構 成に つ

い て も検 討さ せて いた だ きま す。  

 

【 11時 10分閉 会】  


